
鳥取市私立幼稚園運営費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、私立幼稚園運営費補助金（以下「本補助金」という。）の交付につい

て、私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）、私立学校振興助成法（昭和５０年法律第

６１号）及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）並びに鳥取市補助金等交付規則（昭

和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

 

 （交付目的） 

第２条 本補助金は、鳥取市内の私立幼稚園（以下「幼稚園」という。）における幼児教育

の振興を図ることを目的として交付する。 

 

 （補助対象者） 

第３条 本補助金の対象となる者は、幼稚園を設置する学校法人とする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 本補助金の交付の対象となる経費は、幼稚園を設置する学校法人が当該年度に支

出する経常的な運営費とする。 

 

（補助金額の算出） 

第５条 本補助金の額は、次に掲げる施設割額、園児数割額、クラス割額、子育て支援割額

及び施設機能強化推進費の合計額とし、予算の範囲内で交付する。 

（１）施設割額 別表で定める施設割額 

（２）園児数割額 別表で定める年齢毎に定める額に、該当する園児数を乗じて得た額。た

だし、当該年度の４月１日時点における年齢が３歳から５歳までである園児は当該年

度の５月１日現在、当該年度の４月１日時点における年齢が３歳未満である園児は当

該年度１１月１日現在の在籍園児数とする。 

（３）クラス割額 別表で定めるクラス割額に当該年度の５月１日現在のクラスの数を乗

じた額 

（４）子育て支援割額 別表で定める子育て支援割額に、次に掲げる子育て支援事業の各幼

稚園の実施状況に応じた割合を乗じて得た額 

ア 預かり保育 

イ 未就園児に対する園開放 

ウ 通園バス 

エ 子育て相談 

オ 図書の貸し出し 

（５）施設機能強化推進費 施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育

及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等の総合的な防災対策を図

る取組みであって、次に掲げる要件をいずれも満たす事業の実施に要する経費（市長が

必要と認めた経費に限る。）の額。ただし、１幼稚園につき１５万円を限度額とする。 



ア 次のいずれかの事業等を実施する幼稚園が実施するものであること。 

 (ｱ) 幼稚園型一時預かり事業 

 (ｲ) 一般型一時預かり事業 

 (ｳ) ３歳未満児に対する教育・保育の提供 

 (ｴ) 障がい児（軽度障がい児を含む。）に対する教育・保育の提供 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 本補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて市長に申請するものとする。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

 

（交付決定） 

第７条 市長は、本補助金の交付申請があったときは、交付申請書を受けた日から起算して、

原則として３０日以内に交付決定を行うものとする。 

 

（申請事項の変更等） 

第８条 本補助金の交付を受けようとする者は、本補助金の交付決定後、申請事項に変更が

ある場合には、補助事業等変更承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、あらかじめそ

の承認を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、変更等の承認について準用する。 

３ 変更申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

 

 （着手届の提出） 

第９条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場

合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。 

 

（補助金の支出方法及び時期） 

第１０条 本補助金は、当該年度の６月及び１２月の年２回の分割支払とし、それぞれ次の

各号により得た額とする。 

（１）６月支払分は、施設割額、園児数割額のうち当該年度当初における年齢が３歳から５

歳までである在籍園児に係る額及びクラス割額の合計額の１０分の３ 

（２）１２月支払分は、次のアからエまでに掲げる額の合計額 

ア 施設割額、園児数割額のうち当該年度当初における年齢が３歳から５歳までであ

る在籍園児に係る額及びクラス割額の合計額の１０分の７ 

イ 園児数割額のうち当該年度当初における年齢が３歳未満である在籍園児に係る額 

ウ 子育て支援割額 

エ 施設機能強化推進費 

 

（実績報告） 

第１１条 本補助金の交付を受けた者は、事業の完了の日又は中止若しくは廃止の承認を



受けた日から１０日以内に、補助事業等実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添

えて、市長に提出するものとする。 

（１）事業報告書（様式第６号） 

（２）収支決算書（様式第７号） 

  

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、健康こど

も部長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

  

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１０月２２日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年５月２７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年１０月２８日から施行し、改正後の鳥取市私立幼稚園運営費補助

金交付要綱の規定は、平成２１年度の補助金から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年６月６日から施行し、平成２５年度の補助事業から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年１０月９日から施行し、平成２７年度の補助事業から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年６月１９日から施行し、平成３０年度の補助事業から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和元年６月７日から施行し、令和元年度の補助事業から適用する。 

 

 

 

 



別表（第５条関係） 

区 分 補 助 金 額 

施設割額 １，５００，０００円 

園児数割額 

４、５歳児 １６，０００円 

３歳児 １８，０００円 

３歳未満児 ２０，０００円 

クラス割額 １６０，０００円 

子育て支援割額 ３００，０００円 

施設機能強化推進費 １５０，０００円 

 


